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様式第３ 

会  議  録 

 

会 議 名 令和６年度第２回人権・男女共同参画推進審議会 

議題及び議題ごとの 

公開又は非公開の別 

議 題 

１ 会議の公開等について（公開） 

２ 野田市人権・男女共同参画に関する市民意識調査の結果に

ついて（報告）（公開） 

日 時 
令和６年８月３０日（金） 

午前１０時３０分から午前１１時５９分まで 

場 所 野田市役所８階大会議室 

出 席 者 氏 名 

委 員  

赤尾 和雅    有賀 ヒメ子   石井 芳子 

原 和子    出井 康裕    梅津 貴子 

遠藤 恵美子   国松 実枝子   國本 正勝 

古賀 晴美    小林 幸男    近藤 博雄 

佐喜川 貞子   柴木 七海    須賀田 恵美子 

鈴木 洋子    高倉 明美    田中 恵子 

筒井 圭子    長島 宏行    平野 博幸 

深井 弘行    藤本 司     松本 清 

松本 昌子 

 

事務局 

今村 繁（副市長）、小林 智彦（福祉部長）、寺門 宏行（

総務課長）、武田 真弓（人権・男女共同参画推進課長）、髙

塚 和枝（人権・男女共同参画推進課長補佐兼啓発係長）、町

田 長之（人権・男女共同参画推進課関宿会館長）、山﨑 覚

（人権・男女共同参画推進課七光台会館長）、松沢 修（人権

・男女共同参画推進課島会館長）、西村 和芳（人権・男女共

同参画推進課谷吉会館長） 
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欠 席 委 員 氏 名 

秋永 道太郎   伊藤 稔    清水 宏子 

重堂 亜希子   田中 浩之   福田 昭治 

矢口 國男    山川 一夫   横川 しげ子 

横張 政典 

傍 聴 者 １名 

議 事 
令和６年度第２回人権・男女共同参画推進審議会の会議結果

(概要)は、次のとおりである。 

人権・男女共同参画

推進課長補佐 

開会前に、出席委員及び欠席委員並びに会議の成立について

報告する。 

本日の配布資料、送付済み会議資料の修正及び差し替えにつ

いて説明する。 

会議の公開等について説明する。 

会長が欠席であることを報告する。 

小林副会長 副会長挨拶 

令和６年８月３０日午前１０時３０分、開会を宣言。 

議長（副会長） 議題１ 会議の公開等について 

福祉部長 ７月４日開催の第１回審議会における議事進行方法について

の謝罪と、本日の審議への協力を求める。 

人権・男女共同参画

推進課長 

議題１について説明する。 

議長（副会長） 事務局からの説明について、意見及び質問を求める。 

出井委員 結構な話だと思いますが、本日この時点においてはこの委員

名簿の配布はないのですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

この後、皆様に御審議いただきまして御了承いただきました

ら、事務局の方から配布を考えております。 

出井委員 分かりました。会議録について、会議録の配布は極めて遅

い。１か月ぐらい待ったら出てくるというふうに私は理解して

います。そういう理解でよろしいですか。 
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人権・男女共同参画

推進課長 

委員のおっしゃるとおり、１か月という目安で作成すること

になっております。第１回の会議録についてお示しできていな

いのは、皆様に御了承いただく審議が終わらないと公表できな

いという事情がございまして遅れております。 

議長（副会長） 他にありますでしょうか。よろしいですか。 

他に御意見等がないようですので、議題１、会議の公開等に

ついては事務局案のとおり承認することとしてよろしいでしょ

うか。 

 ＜異議なしの声＞ 

議長（副会長） 御異議がないようですので、事務局案のとおり承認すること

といたします。 

 ＜委員名簿配布＞ 

 議題２ 人権・男女共同参画に関する市民意識調査の結果に

ついて（報告） 

人権・男女共同参画

推進課長 

議題２について説明する。 

議長（副会長） 事務局からの説明について、意見及び質問を求める。 

赤尾委員 赤尾と申します。今回回収率が４１.４パーセントと出てい

ますけれども、これ減少している理由は何でしょうか。どんど

んジリ貧になっているように見えますけれども、そういった啓

発とか運動をしているのかをお知らせください。 

人権・男女共同参画

推進課長 

 今回、回収率が低いという理由につきましては、委員おっし

ゃるとおり啓発が足りないという状況というところもございま

すが、質問の量ですとか、紙での回答、インターネット上での

回答という方法が受け取られた方に合わなかったなども考えら

れる点ではあります。昨年度、調査票を送付した直後には、十

数人から高齢であったり、病気療養中であったり、答えられな

いという御連絡をいただいた方がおられました。そもそも高齢

者の人口が多い中で、住民基本台帳での抽出をしているという

点もございましたので、その辺も踏まえて、人口比の推測には
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なりますが、送付した方の年齢層がお高かったというのも一つ

の要因かと考えております。 

赤尾委員 無作為となっておりますけれども、やはり高齢者とか病院に

通っている人たちとか、そういう人まで無作為で選ぶこと自体

が、少し違うのではないかと思います。これで見ますと１８歳

からと書いてあるのですが、年齢別の無作為で選んだ人です

ね、比率というのも、できれば教えてもらいたいなと思うので

す。私のところにも去年の１０月に来ています。回答はしてい

ますけれども、回答内容というよりは、何を質問しているのか

が分からないというのがあったのと、私はどちらかというと同

和問題を専門に勉強していますから、そちらの方にはかなり自

信ありますけれど、そうでない質問には、首をかしげるところ

が多かったので、そこの点はどういう風に考えているのかをお

聞かせください。 

人権・男女共同参画

推進課長 

委員おっしゃるとおり、いろいろな言葉の範囲が広い面もご

ざいますので、今後の実施に当たっては、注釈説明書きを加え

てなど、分かりやすいような選択肢にする等の工夫もしてまい

りたいと思います。 

無作為抽出に関しましては、住民基本台帳ですので情報とし

て持っている年齢、性別、お住まいの地域、こちらに関しての

抽出という機械的なものになっておりますので、その辺も他の

意識調査がございますので、他がどのようにやっているか確認

しながら進めてまいりたいと思います。 

議長（副会長） 他にありますでしょうか。 

出井委員 事前に管轄課に統計上の問題について指摘したのですが、修

正しているものがあれば、直らないものもあります。時間をか

けて申し訳ないのですけれども直っていないのは、原案が正し

いという御判断と思いますので、お知らせください。 

３ページ、１８歳以上の人を２,０００人無作為抽出で選ん

だ。標本者２,０００人であるとこれに対して１８歳以上の該
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当者総数は何名でしょう。何名のうちの２,０００名でしょう

か 

人権・男女共同参画

推進課長 

１８歳以上の元の人数ということでよろしいでしょうか。 

出井委員 そうです。１８歳以上が何人かいらっしゃって、そのうち

２,０００人を無作為抽出で選んだ率ですよね。これを質問し

ておいたのですが出ていません。 

それからこの報告書で報告するのは野田市、つまり具体的に

言うと、当該課ですよね。誰に対する報告ですか、市民です

か。この報告書の宛先は誰になりますか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

市で実施しておりまして、市民意識調査ということで、市全

体への報告となります。 

出井委員 市民ですよね。この質問リスト、前の委員からも御質問が出

ていましたけれども、質問の仕方が極めて稚拙なような気がし

ます。この質問リストは、業者人との協力を得ているのか、そ

れとも管轄課ら独自に出されたのか、教えてください。 

人権・男女共同参画

推進課長 

こちらにつきましては、業者委託等は行っておりません。こ

れまで実施してきた流れの中と、当然のことながら新たな課題

というのがございますので、そういったものを加える形で調整

させていただいております。 

出井委員 つまり当該課で作成したと理解していいですね。 

それから７ページにＮ値が８２８と書いてあります。これは

回答者の総数という風な説明がついてあります。ただこの８２

８という数字の総数は令和５年の数字であって、平成３０年は

９０３のはずです。だから８２８と同時に９０３もあるわけ

で、このあたりは区別して書かないと統計のとり方に疑問が出

てきます。いかがですか。 
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人権・男女共同参画

推進課長 

こちらにつきましては冒頭４ページの方で、各年度の調査結

果の前回との比較は載せさせていただいております。今回委員

からの意見を頂きまして当然ながら正確性というのは大切にし

なければならないという点ではございますが、今回併記した場

合に、読み手がわかりにくいことを考えて、５年度のＮ値、回

答数を表記させていただきました。 

各ページに平成３０年度の人数を入れることも可能ですが、

表記することで見やすさが少し下がってしまうのを懸念いたし

まして今回この形にさせていただいております。 

出井委員 少なくとも平成３０年度のパーセンテージは９０３に対する

パーセンテージであって、絶対に８２８ではないと思います。

これは誤りだと思いますがいかがですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

冒頭の４ページの集計で、今年度の数が８２８というところ

で確かにこの資料を隅から隅まで見ていただかないと分かりに

くいという御意見もあろうかと思います。 

出井委員 例えば、令和５年と平成３０年の数字パーセンテージが出て

いることに全ての表に対して、平成３０年の母数は８２８では

ないと申し上げているのです。８２８が間違いだということで

す。明らかにこれ統計の問題ですよ。それほど間違いです。平

成３０年の母数は９０３で間違いない。 

年度ごとに、令和５年度がＮ＝８２８、平成３０年度がＮ＝

９０３、そういった形での表記ということ。あるいは書かない

かですね。ページ４に出ているのだからそれを見てくださいと

いう言い方がどちらかですよね。 

少なくとも二つのグラフに対してＮ＝８２８という表記が間

違っています。誰にお聞きになっても分かると思います。 

人権・男女共同参画

推進課長 

皆様に御了承いただけるのであれば、４ページの方で説明を

させていただきまして、その他のグラフにあるＮ値というの

を、表記誤りということで削除させていただく方法で考えさせ

ていただいてよろしいか。 
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出井委員 これは、市民に出すわけでしょう。分かりやすくしていただ

かないと一般市民にも、私自身も市民代表なのですけれども、

このリストでは分からないと思います。 

議長（副会長） ただ今、事務局の方からですね、委員の御指摘を踏まえて各

調査項目のＮ＝８２８を削除してはいかがという風な御提案が

ありましたけれども、この点について事務局からどうぞ。 

福祉部長 出井委員の御指摘そのとおりだと思いますので、訂正させて

いただきたいと思います。 

議長（副会長） よろしいですか。 

出井委員 はい。次に１１ページ問５、これも質問したのですが、訂正

がされていません。これは「問３で「ない」と、回答した方」

に対する質問ですね。例えばＮ＝８２８、令和５年をとるなら

ば、８２８が母数ではなくて８２８のないと答えた人、つまり

７０.８パーセント、５８６が令和５年の母数になると思うの

ですがいかがですか。私の質問を事前にお渡しているのに見て

いただいていないのですかね。７ページに出ていますよね。「

ない」というのは７０.８パーセントで出ていますよね。かけ

たら５８６ぐらいになるはずです。なぜ８２８のままなのです

か。 

人権・男女共同参画

推進課長補佐 

こちらの質問につきましては、全員の方に対して差別をされ

たり人権を侵害されたりしたらどのように対応したか、問３で

「ない」と回答した方は、そういうことがあった時にどのよう

に対応すると思うかということを考えて答えていただくという

質問でございます。 

出井委員 それでは問４と矛盾を起こします。 

問４では８２８の２７.５パーセントをかけて２２８が正し

いとなって訂正していただいていますよね。 

人権・男女共同参画

推進課長補佐 

はい。問３に対して「ある」と回答された方への質問なので

修正しました。 

出井委員 ９ページで、一番上、令和５年にあると答えたのが２７.５
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パーセント、ないと答えたのが７０.８パーセントって書かれ

ているじゃないですか。それに合わせて問４の「『ある』と回

答した方に伺います」は母数を２２８に訂正されていますよ

ね。そうしたら同じことではないのですか。 

人権・男女共同参画

推進課長補佐 

問５は、全員に答えていただく質問となっております。 

出井委員 問４と問５は同じ次元の話ではないのですか。皆さん分かり

ますか。「ある」と答えた総数と「ない」と答えた総数が違っ

ていないとおかしいと思いませんか。 

長島委員 今の質問は、問４は「ある」といった人にだけお聞きしてい

て、問５の方は、質問をよく読むと「ない」と回答した人はど

う対応すると思いますかと聞いているわけで、母数は事務局が

お答えしたとおり、問５の方は全員ということで考えると、事

務局が言っているのは正しいと思います。 

ただ先ほど御意見いただいたように、問５の母数が令和５年

と平成３０年で違うわけですから、そのことを明記するか、な

いしは削除するかどちらかだと思います。 

議長（副会長） Ｎ値の表記については、先ほど事務局から適切に修正された

いという答弁がありました。今の問５については、「ない」と

回答された方だけの質問ではなく、全員に対する質問だという

風な事務局の説明に対して今の方は賛同していただいたという

ことですが、いかがでしょうか皆さん。表記の方で誤解を招く

表現があったかと思うのですが、事務局の答弁のとおり「ない

」ということで、解釈いただけますでしょうか。 

出井委員 分かりました。 

議長（副会長） その質問については、後日修正とかありますか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

修正させていただきます。 

出井委員 同じく１２ページ。問６、これは一つだけ選択するのだか

ら、総数は８２８になるはずです。ところが、パーセンテージ

を全部足すと、令和５年は７７.９パーセント、平成３０年は
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７７.６パーセントで１００パーセントになりません。残りの

約２２パーセントは、どういう項目に消えていったのでしょう

か。 

人権・男女共同参画

推進課長 

こちらにつきましては、委員の御指摘のとおり、一番上の項

目で「非常にそう思う」が、漏れておりました。これで１００

パーセントになることを確認させていただいて、今回差し替え

でお願いしております。お配りした報告書（案）の方は、１２

ページ、非常にそう思うという項目が漏れていた部分を挿入さ

せていただきました。申し訳ありませんでした。 

出井委員 それから１４ページの表ですね、差別をしたことがないが、

５４.３パーセントって読めるのですけれどね、ところが前の

ページでは差別をしないというのは３４.７パーセントなので

すよ。この差１８パーセントはどっから引いてきた数字なので

しょうか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

はい。こちらにつきましては、問７－２と問８の１項目が同

じ質問になっているというところなのですが、問７の方は考え

方として、差別をしないという答えでございます。 

問８の方は差別をしたことがあるかないかという部分ですの

で、考え方と実際のあるかないかという回答なので、そこで差

が出ている状況でございます。 

出井委員 よく分からないですけれどね、では、それ以外、したことが

あると答えた人が何を持ってしたかといったら宗教や部落とあ

りますけれども、これ全部足すと、８８パーセントぐらいにな

るのですね。差別したことはないが５４.３パーセントが正し

いとしましょう。 

そして差別をしたことがないと、あるというのはどうなのだ

という風になってしまいますけれどね。 

人権・男女共同参画

推進課長 

確認のため、それ以外を計算させていただきます。 
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出井委員 構いません。それから１５ページのリストの一番後に未回答

という選択肢があります。令和５年で１５人ぐらい、これは全

ての選択に対して何のマークもつかなかった人が、１.８パー

セントいたという理解でよろしいですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

おっしゃるとおりでございます。 

出井委員 はい、分かりました。ありがとうございます。 

人権・男女共同参画

推進課長 

先ほど１８歳以上の人口の件、申し上げさせていただきます

と、１３２,６６９人が人口になります。 

出井委員 ５３ページ。働く人の人権について、非常に重要な項目だと

思うのですが、これはどういう趣旨でこうしたのでしょう。働

いている、働いていない、未回答とこういう三つの枠があっ

て、その中で８００人、例えば令和５年でいくと、８２８人の

中で、休暇を取りづらい労働実態に問題があると答えた人が４

７.１パーセント、働いている人の中の４７.１パーセントをど

う取ればいいのですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

全体の中で働いている人、働いていない人、それぞれの各項

目での回答数を集計しております。 

出井委員 ４７.１パーセントというのは、母数は８２８ではなくて、

働いている人の実数が母数になっているのですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

回答が三つ以内での複数選択となっておりますので、少し実

数とは異なります。 

出井委員 分かりました。４７.１パーセントの総数というのは１００

になるのですか。要するに働いている人、少し黒くマークがつ

いている方の総数は１００パーセントになるのですか。言って

いる意味はわかりますか。全て出して１００パーセントにはな

る、なるはずない形での働いていない人も１００パーセントに

なるのですか。働いていない人の各項目の合計だということで

す。同じ質問で働いているのが１００、働いていない方が１０

０になるのですか。そんなことはないですよね。 
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人権・男女共同参画

推進課長 

回答数の中で働いている方、働いていない方でパーセンテー

ジを表示しています。 

出井委員 逆に母数８２８人に対して働いている人は何人なのですか。 

パーセントで結構です。 

人権・男女共同参画

推進課長 

手元に資料がないため、保留とさせていただきます。 

【回答】 

 働いていると回答した人は４６．１パーセント、働い

ていないと回答した人は５１．４パーセント、未回答が

２．５パーセントでした。 

出井委員 リスト作っている方が質問に対して、回答が分からないよう

な質問して回答させているというのはいかがなものか。このア

ンケート自体の信憑性を疑いたくなるような気がします。 

私からの質問は以上です。ありがとうございました。 

議長（副会長） 他にありますでしょうか。 

松本委員 この資料なのですけれども、最初の説明のとき、私達にこれ

が送られてきています。今日、こちらが正しいですということ

で、訂正があったという風に理解していいのですか。その中で

討議されました。また、この（案）が有るのと無いのでは、中

身は全く同じ資料なのでしょうか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

紛らわしくて申し訳ございません。先ほど、出井委員からの

御意見もございましたが、また、こちらの方で誤字脱字など欠

落も確認ができましたので、そういったものを反映した上で最

終的な報告書にさせていただくという考えがあり、今回（案）

という形で表記させていただいております。 

本来であれば、きちんと完璧なものでの報告書ということで

出させていただくところですが、皆さんの御意見などを反映さ

せていただきたいというところもあり、こちらの方の確認が薄

かったという点もございますので、その辺について今回案とい

うことで表示をさせていただいております。本日の意見を反映
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して正しい形ものは案がないということで、確定させていただ

くような流れになっております。 

松本委員 また、この中で今皆さんの意見が出て、何か変えなきゃいけ

ないというところがあるのは、全部作り変えるのですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

今回は、グラフのＮ値の数字というのが、どのグラフにもあ

るものですから、やはり差し替えさせていただくような、正式

なものは正しく直す対応をさせていただきたいと思います。 

松本委員 分かりましたけれど、もったいないですよね。最初に資料の

ことについて言ってくださるのですけれど、本当に初めて来た

者にとっては、送られたもののことを言っているのか、今、渡

された資料のことを言っているのか、少しついていけないので

すよ。そういう中で、討議が始まっていいのかなって、少し疑

問を感じました。 

人権・男女共同参画

推進課長 

事務局の確認が薄かったということで、御迷惑おかけしまし

て申し訳ございません。今後はしっかりと対応いたします。 

議長（副会長） よろしいですか。他にありますでしょうか。 

有賀委員 先ほどの委員の方と同じような意見なのですけれども、もし

誤植がありましたら、全部作り変えるのではなく、差替表だけ

があった方が、先ほど討論していた時に、何の内容が変わって

いたのか分からないので、空回りの討論があったように思った

のですよね。変わったから案があったというのは分かったので

すけれど、何をどう変わったかという説明が一切なかったの

で、その中で討論が始まったので、少し無駄な時間があったの

かなと思いましたので、誤植表で対応するとか、その方が私も

これはもったいないと感じました。 

人権・男女共同参画

推進課長 

申し訳ございません。おっしゃるとおりです。今後、正誤表

といった形で、提示させていただきます。 

議長（副会長） よろしいですか。他にありますでしょうか。 
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柴木委員 地区連、労働者団体野田地区から参りました柴木と申しま

す。働く人の人権についてのところで、先ほど出井委員からも

あったところに戻るのですけれども、本日の資料６３ページ

に、回答者の職業についてのページがありました。これ令和５

年度と平成３０年度で聞き方が変わっている項目がありまし

て、私も確かに何名の方が実際に働いていることなのだろうっ

て見たときに、令和５年度の方は、例えば一番下の項目、家業

家事手伝い、これは家事手伝いのレベルで働いていると言い切

れるのかとか、前回に比べてあやふやになっている項目がある

のかなと思いました。確かに実際働いている有無は少し分かっ

てから資料に入れた方がいいなと思ったので、意図があって、

令和５年がこの書き方にされたなら伺いたいのと、そういった

目で見られたら、問４５ですかね、５３ページも見やすくなる

のかなという質問が１点と、１点はお礼です。新規項目とし

て、働く人の人権について質問を加えていただいたというとこ

ろで、今、各企業取り組んでいる部分ではあるのですけれど

も、こういう業界の特性があるとか、この企業はとか、そうい

う風なところで取組が進まないところなので、地方自治体でこ

のように比較で意見を出していただけるのは非常に有り難いの

で、是非質問が多いと回答数が落ちてしまうかもしれないので

すが、残していただきたい項目だなというところで、お礼と質

問になります。 

人権・男女共同参画

推進課長 

設問の追加につきましては、やはり委員のおっしゃるとおり

でビジネスと人権に関する行動計画というようなものを全国レ

ベルで動いている部分もございますので、今後、引き続き対応

していかなくてはならない課題という風に思っております。 

６３ページの問５１は、選択項目をこのように変えた理由と

いうことでよろしいですか。 

柴木委員 はい。 
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人権・男女共同参画

推進課長補佐 

こちらの質問の表記を改めた理由ですが、令和５年度に調査

項目を設定するに当たりまして、内閣府の人権の擁護に関する

世論調査、同じく内閣府の男女共同参画に関する世論調査、い

ろいろな自治体の人権・男女共同参画に関する世論調査の項目

を比較検討させていただきました。３０年度の職業区分が間違

いということではないのですが、公務員と会社員は、同じ正規

就労だとか、そういうところで比較的スタンダードな内閣府の

人権擁護の調査に近い形の項目にさせていただきました。その

ために、令和５年度と平成３０年度の職業別で比較ができなく

なり、このような形にさせていただいております。 

柴木委員 経緯について、承知いたしました。その上で少しあやふやさ

は拭いきれない形になってしまうので、各資料を参考にしてい

ただくのはいいのですけれど、回答する際にも迷ってしまう部

分なのかなと思うので、改めて見直しができるようになれば、

そこは是非お願いいたします。 

人権・男女共同参画

推進課長 

今後そういった御意見も含めて、参考にしながら進めたいと

思います。 

議長（副会長） よろしいですか。他にありますでしょうか。 

古賀委員 野田保健所です。今回の調査を受けて、調査の目的が市民の

意識を調査する、把握するということが目的にはなっています

けれども、それが人権施策の一層効果的な推進を図るというこ

とと、今後、市が取り組むべき人権行政の在り方を検討すると

いうことのために、この調査をやっておられるのだと思うので

すが、先ほどの説明だと、今後計画の策定を図っていくという

ことでおっしゃっていました。 

この結果を受けてどうしていくのかというのは、また別に何

か話合いとかがあるのでしょうか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

 

先の審議会でお話させていただいたとおり、本来であれば、

計画を見直しする年度ということになっておりました。他の計

画などもそうなのですけれど、意識調査を実施してその回答を
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計画に反映させていくというような流れでやっておりますが、

今回２年間先延ばしさせていただいて、その間に色々と施策を

考えながら、また国や県の動向を見ながら計画を立てていきた

いということもございます。計画策定に向けての参考資料とし

ては、変わらないという流れになっております。 

古賀委員 この調査については、この結果で終わりということですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

結果なので、数字が変わるということはないのですけれど

も、巻末には色々な御意見もありますので、一つ一つ見ながら

対応できるものは対応していかなければならないというところ

もございます。まとめて終わりということにはならない、貴重

な調査の報告ですので、活用してまいります。 

古賀委員 せっかく調査されているので、これ全体を受けて、どういう

ところがどうなっているだとか少しまとめ的なものが、少し入

っていると、よりわかりやすかったかなと思ったので、御質問

させていただきました。 

人権・男女共同参画

推進課長 

計画策定の基礎資料ということでやらせていただくものでご

ざいますので、活用していきたいと思っております。 

議長（副会長） 今後、計画作成は予定されているということですよね。 

福祉部長 少し話が行ったり来たりしてしまって大変申し訳ないのです

が、今回、男女と人権というのを一つにさせていただいて、前

回の会議でも御説明させていただきましたが、国の指針がです

ね少し我々が作るタイミングとずれるので、２年間延長して新

たな施策を皆さんで考えていただきたいと、その一つとして今

回のアンケートがございます。当然ここは反映していくのです

が、２年間延長したことによりまして、例えば新たな課題とか

問題が出てくるかもしれません。その場合には、それをどうす

るかということを踏まえて、進めていきたいという風に考えて

ございます。あくまでも貴重な２,０００名対象に８２８名の

方からお答えを頂いていますので、これを活かした計画にして

いきたいという風に考えてございます。 
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議長（副会長） 他にありますでしょうか。 

赤尾委員 

 

私、同和問題しかよく理解できていないものですから、この

点にだけ特化して質問させていただきたいと思います。 

まず４０ページに、差別しないよう、差別させないよう個人

が自覚すれば良いという、個人が自覚できるのですか。 

それとですね、その他の意見の中に、そもそも長い歴史の中

でどうして部落差別というのがあったのかって、学校の授業で

も理解できていないという人がいました。 

私は、関宿地区ですから、関宿の中学校３校に意見交換とい

う形でお伺いさせてもらいました。そのとき、校長先生たちか

ら色々な意見を聞きましたけれど、同和教育関係の小中学校の

担当の先生は輪番制で各校を回ってくるから、私どもの学校に

いつ来るかわかりませんと言うのです。うまくないです。人権

尊重都市宣言という看板を付けているのに、学校の先生たちが

何一つ言おうとしない、その場面に当たったらどう対応してい

いか分からない。これでは同和教育にならないのではないかと

思うのです。私は、人権とひとくくりに言われると少し不安に

思うこともたくさんあるのですけれども、やはり、同和問題と

いうのが一番。日本国憲法の中に国民主権、平和主義、基本的

人権の尊重というのが載っています。この基本的人権の尊重が

駄目だったら、どうなってもなくすことはできないですよね。

そこのところを市としてはどういう感覚で接しようとしている

のか教えていただきたいのと、それからアンケートをとる、先

ほどから何パーセント何パーセントと言われていますけれど

も、実際、多少のずれもあるのだろうと思います。ずれがあっ

たって何したって、やるかやらないかですよね。やってその結

果が出るか出ないか、そちらの方が大切ではないかと、個人的

には思っております。 
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人権・男女共同参画

推進課長 

問３２の項目にある「差別しないようさせないよう、個人が

自覚すればいいと思う。」こちらにつきましては、元々この設

問でやらせていただいていて、ここは変更していない部分とな

っております。その時代ごとに今後も変化があるかと思います

ので、また調査の際には皆様に御検討いただけたらと思ってお

ります。 

その他の意見につきましては、こちら書かれたものをそのま

ま原文で載せておりますので、どのような意図があるかどうか

まではこちらでは把握はしておりません。ただ学校教育におけ

る人権問題とか人権啓発、これはもちろん大切なものと思って

おりますので引き続き、教職員を対象にした人権の研修など、

対応させていただいているところですので、引き続き人権啓発

に関しては進めてまいりたいと考えております。 

福祉部長 色々な御意見ありがとうございます。まず、今回の報告書に

つきましては、アンケートがあった答えそのものをお出しさせ

ていただいています。今、赤尾委員のおっしゃった今後の対策

については、結果を踏まえてですね、新たな計画の中でそうい

うものを盛り込みながら、先ほどおっしゃった実効性のあるも

のを作っていきたいという風に考えてございます。 

もう一つこの質問事項、各何十項目にもわたるのですが、こ

れにつきましては当然ですね、言葉のあやふやなこととかも我

々も反省しなくてはいけませんが、市民の方がより分かりやす

い言葉で、委員の皆様に諮りながら内容を決定していきたいと

いう風に考えてございますのでよろしくお願いします。 

議長（副会長） よろしいですか。他にありますでしょうか。 

遠藤委員 学校関係ということで先ほど御質問の方もありましたので、

お話をさせていただこうと思います。遠藤です。学校の授業で

理解できなかったというのは、私たちとしては大きな反省なの

かなと思うのですが、今、学校の方では、同和という形ではな

く、人権教育という形で取り組んでおります。大きく広く捉え
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た人権の中で、しかし歴史的な中でそういう風に差別されてき

ていた人たちもいるというような社会科の教育であるとか、道

徳の教育の中であるとか、そういった形のものとして個別の人

権課題に取り組むというような形の中で、同和的なことを取り

上げてということはしていない状況にはなります。ただ、学校

の先生たちがこういうことを知らないでいてはいけないという

ことで、新規採用の職員が一番初めに野田市だけで行う研修会

の中で、そういった問題を取り上げる、並立的な中で研修をや

る、あるいは野田市全体としては、人権の研究指定校を行って

おり、人権教育推進教員というものを毎年増やしていこうとい

うことで、各校から出してみんなにそういうことを教育できる

教師を育てていこうというようなことで取り組んでいるところ

でございます。 

議長（副会長） ありがとうございました。学校現場の状況について御説明い

ただきました。他にありますでしょうか。 

長島委員 先ほど、お話を聞く中で、今回のアンケート質問項目が分か

りにくいとか、集計の仕方に問題があるのではないかという指

摘があった中でですね。今回はもう実施していることだから仕

方ないと思うのですけれど。市役所の中でも、こういうアンケ

ートみたいなものに対してプロフェッショナルみたいな部署

は、広聴部門ですかね、総務課長とかだとすると、アンケート

を採る時に広聴部門から一定のアドバイスをもらうとか、そう

いうところはチェックするとか、若しくはプロフェッショナル

な民間に委託するとか、一定の部分について、やり方について

は是非次回以降にむけて御検討いただけないかなと思います。 

総務課長 総務課寺門と申します。今現在、広聴部門というのは御指摘

のとおり総務課の方の市民相談係というのがございます。市民

意識調査というもう少し大きな調査につきましては、今総務課

で市民相談を持っていますけれども、以前は広報広聴課という

ところがありまして、そこから組織改編により総務課になりま
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して、実は昨年度から市民意識調査の所管を、企画調整課とい

うところに変えております。ただ広聴部門は、引き続き総務課

の方にございます。 

委員の方から御指摘いただきましたように、市の方で色々な

審議会の中で同じような調査をしているところではございます

ので、そういったところで、担当課の方から相談とかがありま

したら、こちらの方でも、御指摘いただいたようなチェックで

あるとか、意見助言の方はさせていただきたいという風に考え

ております。 

長島委員 是非、その辺のとこは、市全体として考えていただきたいと

思います。 

もう一点なのですが、この意識調査の御報告をしていただく

というのですけれども、報告は、皆さんに色々指摘していただ

いたから、これでいいかなってそういう承認をするという意味

合いでは分かったのですが、この意識調査の報告の２は、調査

結果の分析とかいてあるのですね。その後に書いてあること

は、分析は何もされていなくて、ただ事実が書いてあるだけな

ので、是非ですね、分析の文言を変えるか、この報告を受けた

分析を一度してもらえないかなと思います。例えば、この項目

は随分改善が見られているとかですね、こういう課題について

は、時系列も含めてですけれども、まだこういう部門に課題が

あるので、このところに対してこういう施策をしていくべきで

はないだろうかなど、そういうのが分析ではないかと思うので

す。そこまでやっていただいて、今後、先ほど部長もおっしゃ

っていただいていましたけれど、今後の議論につなげていくよ

うな形をとっていただくと、我々ももっと意見を、いやそれは

そうではないのだろう、ではないのかとか、もっとこういうこ

とをした方がいいのではないかとか、先ほど、赤尾委員が言っ

たのは、そういう中身なのではないかという風に思いますの

で、是非、お願いしたいと思います。 
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福祉部長 御意見ありがとうございます。長島委員の御指摘のとおりだ

と思います。この調査票、今回お配りした７ページとかにも調

査結果の分析というふうに大きく項目が書いてありますが、実

質的な分析というよりも結果、データを整理したという状況だ

と思います。 

今後ですね計画を作るに当たっては、やはりこういう傾向だ

からこうなのです。今現在、皆さんこう思っているからこうい

うのが必要なのですというのが分析だと思いますので、そこを

きちんと提示しながら進めさせていただきたいと思います。ま

た福祉分野におきましては、今回の調査に２,０００件のうち

８２８件この８２８件というのは、多分声が出せる方が書いて

いただいたものだと思います。福祉分野としましては、やはり

声が出せない方の意見というのも、十分取らなくてはいけない

と思っていますので、そこについては今後どういう風にしてい

くのか、その声をどこに反映させるのかも含めまして、検討し

ていきたいという風に思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

議長（副会長） 他にありますでしょうか。 

他に御意見等がないようですので、議題２、人権男女共同参

画に関する市民意識調査の結果については事務局案の報告に、

先ほど来ありました母数ですとかその修正を反映することを含

めて了承することでよろしいでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

御異議がないようですので、事務局案の報告に先ほどの意見

等を反映することを含めて、了承することといたしました。 

以上で本日の議題は全て終了いたしました。 

その他事務局から何かありますか。 
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松本委員 国際交流協会の者ですけれども、人権の問題と男女共同参画

の問題は、世の中で趣旨を一緒にしている動きになっているの

ですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

男女の審議会につきましては県内計画についても動いており

ます。人権の計画につきましては、指針というような形で各市

町村が取り組んでおりますけれども、人権に関する行動計画を

立てているのは野田市だけになっております。 

今回それを統合した計画にしましょうという流れの中で、今

後審議をしていただくので、今回は人権に関すること、男女共

同参画に関することが一緒になっているというような形で進め

ております。 

松本委員 一緒にしていいのか、わからないですけれど、この審議会の

目的というのは計画策定の２年間の延長と、２０２７年から実

行に向けて計画期間とするという、一緒になった計画を作り上

げようということで審議する会議ということでよろしいでしょ

うか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

お手元に野田市人権・男女共同参画推進審議会条例という資

料をお配りさせていただいております。 

条例を設置して審議会ということでやっておりますので、条

例上で言えば、設置の目的第１条、所掌事務としましては第２

条の方に書かせていただいております。人権教育、人権啓発の

施策並びに男女共同参画社会の形成の促進に関する施策、こう

いったものの推進を図るために皆様集まっていただく審議会と

して設置をさせていただいております。 

今回、第１回の会議におきまして、計画策定の延長というこ

とで市長の方から諮問させていただきまして、その場で答申を

頂いたところでございます。今後の計画策定についてというこ

とで諮問させていただいて、皆様、会議を重ねて審議をしてい

ただいた上で計画の策定を進めていただき、素案が出来上がり

ましたらその他色々手続を経てですね、計画が完成するという
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答申を頂く、そういった流れになっておりますので、その会議

ごと、審議会ごとに議題は変わってくることにはなりますが、

そういったものを皆様で御審議いただいて、それを受けて事務

局の方でも動いていく、そういった流れの方になります。 

福祉部長 今、課長の方からの条例に書いてある内容を説明したのです

が、少し私の方からは、もっと砕いた形で説明させていただけ

ればと思います。 

まず、皆さんが生活している野田市あるいは日本、千葉県に

おいては、様々な人権問題、いわゆる生活していくのに不便だ

ったり、差別を受けたりというのがあると思います。まだこれ

ら全てを解消していない状況です。また、男女共同参画につい

ても本当にこの男女平等って言われたのがもう数年前の話、数

十年前の話であって、これからまだまだ男女平等、あるいは女

性の推進というのは進めていかなくちゃいけない。そのために

皆さんに集まっていただいて、野田市として、人権や男女、こ

れらの推進についてどういう計画を持って進めていきましょう

か、それを解消しましょうかというのを、集まっていただく会

議になります。その結果として、今までは男女と人権の２冊の

計画書というのを１冊にまとめてですね、今度作る予定でいま

す。そのために皆さんに集まっていただいて、この場で話し合

っていただく、これを作るのが目的ではないです。作った後、

この作られた計画に沿って野田市としてはきちんと動いている

のですか、あるいは市民としての意識が変わっていますか、各

関係部署については予定どおり進めていますかという報告をさ

せていただきながら、皆さんにそれを評価していただくという

のがこの会議の目的になっています。ですから今現在、人権に

関する行動計画と男女共同参画推進の計画書、この２冊を基

に、これを２年間延長しましょう、２年後というのはなくなる

ので、その間に今回の意識調査も含めてですね、新たな計画を

皆さんの方で作っていただきたいというのがこの会議の目的と
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進め方になります。 

松本委員 そうしますと、私が国際交流協会の方から１名出してくださ

いということで、全体のことを知っている会長がいいかという

ことで参加しているわけです。この人権の問題が日本人だけで

はなくて同和のことだけではなくて、今でさえ、５,０００人

この野田市でも外国人が住んでいるわけです。そういう人たち

が人権を守られて幸せにならない限り市民の幸せってないと思

うのです。私はそういう立場で参加していく会議みたいに自覚

してきたつもりなのですけれども。これからの話合いの中で、

それぞれ皆さん自治会を代表する人とかそういう人たちの問題

も取り上げて、審議していくということで考えて間違いないで

しょうか。 

福祉部長 今委員のおっしゃったとおり、皆さんは色々な関係機関から

お集まりいただいています、例えば今の国際交流、先ほど赤尾

委員の話があったり、先ほど遠藤委員の方からも教育の話があ

ったりとか色々ございました。あるいは公募委員ということで

野田市民の方に公募していただいて参加している方、それぞれ

の意見があります。ただこの審議会については、そこだけでは

なくて野田市全体を考えていきましょうという話になります。

その中で、それぞれ皆さんの専門的な分野の意見を頂きなが

ら、野田市としてこう向かっていきましょう、こういう施策必

要ですよ、こういうやり方をしましょうよというのを審議して

いただくという形になります。ですからそれぞれの分野だけで

はなくて、野田市全体を考えていただきながら進めていきたい

というふうに考えてございます。 

議長（副会長） よろしいですか。他にその他でありますか。 

柴木委員 枠組み的なところで１点、少し会議の参加しやすいところ

で、時間帯の御相談させていただきたいものです。私、労働団

体の代表として来させていただいているのですけれども、平日

やはり仕事がありまして、今日は前回と違ったお昼間の中では
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なくて、１０時半から少し午前に収まるので参加しやすいので

すけれど、少し会議の時間、都合がつけば午前か午後に寄せて

いただくとか、できればたまに土日開催があると非常に参加し

やすくて助かるので、私も前回から初めて参加したので分かっ

ていないのですけれども、会長、副会長のもとで日程を御相談

させていただいて、基本的に案内が流れてくるというような形

で伺っているので、時間帯の提案と、もし他にも何かそういう

ことを思ってらっしゃる方がいれば反対意見しかり、伺いたい

なと思っております。 

議長（副会長） 日程について御希望を聞いた方がよろしいですか。 

人権・男女共同参画

推進課長 

はい。御希望を踏まえて今後は日程等を調整していきたいと

思います。午前中の御都合が良いということでよろしいでしょ

うか。 

柴木委員 午前か午後のどちらかに寄せていただけるだけでも、半日休

暇に収まるのであれば良いということです。 

議長（副会長） それで他の皆さんはよろしいですか。そういうことだと思い

ますけれど。 

柴木委員 ありがとうございます。 

議長（副会長） 分かりました。事務局にお任せでよろしいですか。 

長島委員 確かに、皆さん色々都合はあるでしょうから、寄せることは

いいと思うのですけれども、休日の開催は労働者団体なら分か

ると思うのですけれど、事務局の方々の働き方の問題もありま

すので、それは考えない方がいいという意見です。 

議長（副会長） では、午前か午後かに決めていただく方がよろしいというこ

とですか。 

柴木委員 どちらか半休に収まればということでの意見です。 

人権・男女共同参画

推進課長 

午前中であれば１０時３０分開催、午後であれば２時開催と

いうことで皆様にお諮りいただくことでよろしいでしょうか。 
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議長（副会長） 開催時間について、皆さんよろしいでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

議長（副会長） では、今後の開催時間は、そういうことで調整してくださ

い。他にありますでしょうか。では、事務局お願いします。 

人権・男女共同参画

推進課長 

この審議会について、現時点では、今年度中の開催の予定が

ないこと、施策の推進に関する事業のお知らせなどは随時送ら

せていただくので御協力を賜りたいことを説明する。 

議長（副会長） 以上をもって全て議題が終了した。 

午前１１時５９分、閉会を宣言する。 

 


